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大
阪
府
知
事
従
三
位
勲
三
等
山
田
信
道
篆
額 

六
郷
堤
在
攝
河
境
上
寝
屋
川
南
岸
屬
榎
本
今
津
二
村
堤
低
而
薄
水
添
七
尺
輙
潰
決
毎
歳
霖
澇
大 

至
男
守
堤
女
收
什
具
老
弱
移
而
避
水
闔
村
如
遭
戰
而
乃
有
如
明
治
元
年
及
十
八
年
之
惨
民
皆
不 

安
耕
耨
寝
食
然
計
費
不
貲
未
能
大
修
築
以
逭
難
也
於
是
榎
本
村
長
大
橋
君
房
太
郎
慨
然
挺
身
董 

役
新
堤
始
成
榎
本
者
本
二
村
也
曰
放
出
曰
下
辻
及
町
村
制
出
合
而
爲
一
大
橋
君
嘗
爲
二
村
戸
長 

乃
會
放
出
今
津
二
村
議
員
曰
修
堤
之
擧
不
變
舊
制
難
保
無
虞
而
村
中
資
財
有
限
固
所
不
能
堪
焉 

今
將
請
地
方
税
補
其
費
十
之
七
如
何
衆
僉
曰
善
君
乃
裁
書
致
大
阪
府
實
明
治
二
十
年
十
月
四
日 

也
于
時
建
野
君
知
府
事
乃
下
府
會
議
翌
年
十
二
月
二
十
一
日
府
會
議
定
若
其
所
請
因
得
起
役
已 

而
二
村
合
併
稱
榎
本
村
大
橋
君
又
爲
村
長
而
建
野
君
去
西
村
君
知
府
事
二
十
二
年
十
二
月
十
六 

日
大
橋
君
又
上
書
于
府
請
費
額
盡
以
地
方
税
處
辨
永
以
爲
例
未
獲
允
可
二
十
四
年
一
月
十
二
日 

上
書
復
請
二
十
四
年
三
月
十
八
日
府
會
議
定
亦
若
所
請
至
是
土
功
大
進
亡
幾
而
成
堤
經
始
於
明 

治
二
十
二
年
五
月
十
日
落
成
於
二
十
六
年
六
月
二
十
四
日
長
二
十
七
町
五
十
五
間
高
一
丈
二
尺 

六
寸
濶
三
丈
九
尺
陪
舊
制
高
五
尺
濶
一
丈
二
尺
役
夫
六
萬
有
餘
人
所
費
従
二
十
二
年
至
二
十
三 

年
地
方
税
二
千
有
餘
圓
村
費
八
百
有
餘
圓
従
二
十
四
年
至
二
十
六
年
地
方
税
八
千
有
餘
圓
至
是 

雖
霖
澇
水
漲
民
皆
耕
耨
眠
食
於
堤
外
無
復
向
者
守
堤
收
什
具
之
憂
乃
相
謂
曰
是
皆
不
知
事
公
之 

明
決
府
會
之
公
平
而
大
橋
君
之
謀
而
忠
周
旋
不
吝
勞
之
賜
耶
此
不
可
諼
盍
立
石
勒
功
且
偲
後
人 

有
所
矜
式
焉
彌
適
承
乏
村
長
襲
大
橋
君
之
後
衆
乃
使
彌
譔
文
刻
石
於
郷
社
云 

 

明
治
二
十
七
年
四
月
三
日 

榎
本
村
長
牛
谷
彌
譔
文 

今
津
村
長
原
田
増
蔵
書 
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口
語
訳 
大
意 

六
郷
堤
は
摂
津
、
河
内
の
境
界
の
ほ
と
り
を
流
れ
る
寝
屋
川
の
南
岸
に
あ
り
、
榎
本
、
今
津
の
二
村
に
属
す
る
。

堤
は
低
く
て
薄
く
、
水
位
が
七
尺
も
増
え
る
と
た
ち
ま
ち
に
決
壊
し
た
。
毎
歳
大
水
が
出
る
と
、
男
は
堤
を
守
り
、

女
は
家
財
道
具
を
片
付
け
、
年
寄
り
や
子
供
は
（
避
難
所
に
）
避
難
し
、
さ
な
が
ら
村
は
、
戦
場
の
よ
う
な
騒
ぎ

で
あ
っ
た
。
も
し
も
明
治
元
年
や
十
八
年
の
大
水
害
の
よ
う
な
惨
状
に
な
れ
ば
と
思
う
と
、
村
民
は
安
心
し
て
田

畑
を
耕
し
た
り
、
枕
を
高
く
し
て
眠
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、（
工
事
に
必
要
な
）
予
算
の
手

当
て
が
で
き
ず
、
堤
を
修
築
し
て
水
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
榎
本
村
長
の
大
橋
房
太
郎

君
は
、
慨
然
と
し
て
身
を
挺
し
て
事
業
を
推
進
し
、
そ
の
お
か
げ
で
新
し
い
堤
が
始
め
て
で
き
た
。
榎
本
村
は
、

も
と
も
と
二
つ
の
村
で
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
放
出
村
、
も
う
ひ
と
つ
は
下
辻
村
で
、
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
一
つ

の
村
に
な
っ
た
。
大
橋
君
は
、
か
つ
て
二
村
の
戸
長
と
し
て
、
放
出
、
今
津
二
村
の
村
会
議
員
と
会
っ
て
話
し
合

い
を
行
っ
た
。「
堤
の
改
修
工
事
に
当
た
っ
て
は
、
古
い
堤
を
（
抜
本
的
に
）
改
修
し
な
け
れ
ば
、
安
心
し
て
暮
ら

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
村
の
財
政
に
は
限
り
が
あ
り
、
と
て
も
（
独
力
で
）
行
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
こ
で
、
地
方
税
で
そ
の
費
用
の
七
割
を
補
っ
て
も
ら
う
よ
う
請
願
し
て
は
ど
う
か
」
と
提
案
し
た
と
こ

ろ
、
全
員
一
致
し
て
「
そ
れ
は
い
い
案
だ
！
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
大
橋
君
は
た
だ
ち
に
請
願
決
議
書
を
大
阪

府
に
提
出
し
た
。
時
に
明
治
二
十
年
十
月
四
日
の
こ
と
で
あ
る
。
時
の
知
府
事
建
野
君
は
、
た
だ
ち
に
こ
れ
を
府

議
会
に
下
付
し
、
翌
年
十
二
月
二
十
一
日
、
府
議
会
に
お
い
て
、
請
願
の
通
り
に
認
め
る
決
定
が
下
り
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
堤
の
改
修
工
事
を
着
工
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
二
村
は
合
併
し
て
榎
本
村
と
称
し
、
大
橋
君
が
ま
た
村

長
と
な
っ
た
。
そ
の
後
建
野
君
が
去
っ
て
、
西
村
君
が
新
し
い
知
府
事
と
な
っ
た
。
二
十
二
年
十
二
月
十
六
日
、

大
橋
君
は
ま
た
府
に
上
書
し
て
、
今
後
は
い
っ
さ
い
、
工
事
予
算
の
全
額
を
、
す
べ
て
地
方
税
を
も
っ
て
ま
か
な

う
こ
と
に
す
る
よ
う
に
請
願
し
た
が
、
許
可
は
下
り
な
か
っ
た
。
二
十
四
年
一
月
十
二
日
、
再
び
上
書
し
て
請
願

し
た
。
二
十
四
年
三
月
十
八
日
、
府
議
会
は
つ
い
に
請
願
の
ご
と
く
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
土
木

工
事
は
大
い
に
進
み
、
ま
も
な
く
し
て
堤
は
完
成
し
た
。
（
改
修
工
事
は
）
明
治
二
十
二
年
五
月
十
日
に
着
工
し

て
、
二
十
六
年
六
月
二
十
四
日
に
落
成
し
た
。
長
さ
二
十
七
町
五
十
五
間
、
高
さ
一
丈
二
尺
六
寸
、
濶
さ
三
丈
九

尺
、
古
い
堤
の
高
さ
五
尺
、
濶
さ
一
丈
二
尺
に
倍
す
る
も
の
で
あ
る
。
工
事
に
か
か
っ
た
役
夫
は
の
べ
六
万
人
余

り
、
か
か
っ
た
費
用
は
、
二
十
二
年
か
ら
二
十
三
年
の
間
に
、
地
方
税
二
千
円
余
り
、
村
費
八
百
円
余
り
で
あ
っ

た
。
二
十
四
年
か
ら
二
十
六
年
の
間
に
、
地
方
税
八
千
円
余
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
水
が
出
て
水
が

溢
れ
そ
う
に
な
っ
て
も
、
村
民
た
ち
は
皆
堤
の
外
で
安
心
し
て
田
畑
を
耕
し
、
枕
を
高
く
し
て
眠
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
以
前
の
よ
う
に
堤
を
守
り
に
駆
け
つ
け
た
り
、
家
財
道
具
を
片
付
け
た
り
す
る
心
配
も
な
く
な

っ
た
。
村
人
た
ち
は
口
々
に
、
「
こ
れ
は
み
な
知
事
閣
下
の
ご
英
断
で
も
な
く
、
府
議
会
が
公
平
に
扱
っ
て
く
れ

た
か
ら
で
も
な
い
。
す
べ
て
は
大
橋
君
が
よ
く
計
画
を
練
り
、
こ
れ
を
忠
実
に
実
行
し
、
周
旋
の
労
を
吝
ま
な
か

っ
た
お
か
げ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
石
碑
に
そ
の
功
績
を
刻
ん
で
、
後
の
人

の
お
手
本
に
す
べ
き
だ
。」
と
い
い
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
私
（
彌
）
は
、（
他
に
ふ
さ
わ
し
い
）
後
継
者
が
い
な
か

っ
た
の
で
村
長
と
な
り
、
大
橋
君
の
後
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
村
の
衆
は
、
私
に
碑
文
を
起
草
さ
せ
、
郷

社
（
阿
遅
速
雄
神
社
）
に
於
い
て
石
碑
を
建
て
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。 
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治
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十
七
年
四
月
三
日 
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本
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禁
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